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株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）への追加拠出に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 30 年 2 月 26 日開催の取締役会において、「株式給付信託（Ｊ-ＥＳＯＰ）｣（以下「本

制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている

信託を「本信託」といいます。）に対し、金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、下記

の通りお知らせいたします。 

 また、当社は現在保有する自己株式564,343株（平成29年9月30日現在）のうち6,500株を一株当たり

6,960円、総額45,240千円で資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）（本信託の受託者たるみず

ほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者）へ一括して処分することを同時に決議いたしま

した。 

 

記 

 

１．本制度の概要及び目的 

 本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社

株式を給付する仕組みです。 

 当社は、平成 24 年 12 月 25 日開催の取締役会において、当社の業績と株式価値との連動性をより明

確にし、株主の皆様と価値共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるこ

とを目的として、本制度の導入を決議しております。本制度の概要につきましては、平成 24 年 12 月 25

日付の「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）の導入に関するお知らせ」及び平成 25年４月 26日付の「株式

給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）の導入（詳細決定）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 



＜本制度の仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定しております。 

② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ

信託銀行（再信託先：資産管理サービス信託銀行株式会社）（以下、「信託銀行」といいます。）

に金銭を信託（他益信託）します。 

③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。 

④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。 

⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。 

⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受

けます。 

 

２．追加拠出の理由 

 当社では、本制度を継続しており、交付すべき株式数の増加が見込まれることから、主としてその取

得資金を本信託に確保するために、金銭を追加拠出することといたしました。 

 

３．追加信託の概要 

(1)信 託 の 種 類  金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

(2)信 託 の 目 的  株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること 

(3)委 託 者  当社 

(4)受 託 者  みずほ信託銀行株式会社 

みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契

約を締結しており、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者です。 

(5)受 益 者  株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者 

(6)追 加 信 託 日  平成 30年 3月 16 日（予定） 

(7)追 加 信 託 金 額  45,240 千円（予定） 

(8)信託による株式取得日  平成 30年 3月 16 日（予定） 

(9)株 式 取 得 方 法  第三者割当による自己株式の処分により当社株式を取得する予定です。 
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